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発言要旨 【１．「宇都宮の環境（環境状況報告書）」について】 

藤本会長 ● 事務局の説明が終わりました。 
  この，平成１５年度版『宇都宮の環境（環境状況報告書）』は，昨年度の宇都宮市の環

境の状況と，新たな環境基本計画の構成に基づく環境保全に係る施策事業等の実施状況

等についてまとめられた，報告書であります。 
  委員の皆様には，次の三つの視点からご意見をいただきたいと思います。 
  第１点として，この報告書の構成が本市の環境の状況等を示すものとして相応しいも

のであるかどうかということ，第２点として，環境の状況等を十分に説明しているか，

もっと，表現等を工夫すべき点があるかどうか，そして，第３点は，この報告書の内容

を踏まえた上で，現在の宇都宮市における環境施策の進行状況について，委員の皆様に

ご意見を頂きたいと思います。 
塚田委員 ● ２点質問があります。 

  田川や釜川の水質調査で，測定の地点は報告書に図式でポイントされていて分かるが，

測定日がどういった状況だったのか分からない。 
  たとえば天候の問題等により，河川の状況が変わるということがいわれており，すべ

ての下水道が分流方式に移行していないため，雨水処理がうまくいかないで，河川の汚

れが天候によって変わるのではないかという懸念がある。 
  実際に悪臭等がするというのが実情であると思うが，測定日に対しての天候による影

響をどのようにお考えか，お聞かせいただきたい。 
  もう１点は，下水汚泥の有効利用を進めるということで，平成１４年度までの進捗は

０％だが，目標年度の平成１８年度には 100%を目指すと記載されている。 
  概要版の施策の欄を見ると，下水汚泥の利用に対する施策がないが，報告書には堆肥

化や土地改良農地での利用を含めて行っていくということだが，私の聞くところでは，

小中学校で排水溝にたまった泥などを有効利用するため，ＥＭ菌等を用いて，堆肥にす

る活動を行っているところでは，なかなか上手くいかないそうである。 
  そう考えると，平成１６年度の施策には盛り込まれてないようだが，盛り込まれてい

るとすればどのような事を行うのか。 
  この２，３年の中で，下水汚泥を 100%有効利用することができるという見通しはど

ういうところから出てきているのか，について教えてほしい。 
藤本会長 ● 繰り返しはしないが，２点について事務局のほうからご説明いただけますか。 
事務局 ● 河川の水質測定に対する天候等の影響をどう考えているかということですが，大雨等

によりまして，水質が急激に変化することがあります。この場合，特に浮遊物質や大腸

菌などがかなり増加いたしますので，通常，天候が落ち着いて水質が安定してから採水

し測定を行っております。 
  基本的に，特異日というものを除くような考えで実施しております。 
● 下水汚泥の有効利用でありますが，厚い資料の５８ページの中で，下水道資源の有効

利用ということで，溶融スラグの建設資材への利用ということを施策としてうたってお

ります。 
  現在の溶融スラグの建設資材への利用については，実際に何ら問題が無いのかどうか

という検査を行っている段階でございまして，現時点ではそれにつきましての施策を進

めております。また，先ほど委員からご発言のありましたＥＭの活用等につきましては，

まだまだ検討段階ということであります｡ 
塚田委員 ● 釜川などで，ずいぶん臭いがするとか，鯉がにおいがしているとかいうことがあるけ

れども，これは全体的には反映されてこないということでしょうか。水質が落ち着いて

から測るということだが。 
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事務局 ● 通常，特異日といいますか，水質が大幅に変化している場合は排除し，水質が落ち着

いた定常状態で測っています。 
  このようなことから，大雨の翌日のような特殊な状況においては，採水しておりませ

ん。その日が採水予定の場合は，1 週間位たって水質が安定したあと採水するようにし

ております。 
藤本会長 ● ご質問はそこが問題ではないかということ。 
塚田委員 ● 測定したほうが良いのではないのかと思うが，そういう特異日のデータは無いのか｡ 
事務局 ● そのような日は，大雨の影響による濁流により河川の底質がかく乱されるため，BOD

値や浮遊物質などが相当高くなるため，河川本来の水質を測定するという意味合いとは

別のデーターを測定してしまいます。 
  河川の水質の測定は，その河川が本来持っている水質を測定し，この数値をもとに工

場・事業場等の排水の規制を指導するなど本市の環境行政の参考資料といたしますので，

これらの指導の参考にならない特殊な状況の水質を測り，統計に算入することは，逆に

判断を間違える原因となり，問題が出てしまうような状況になります。 
  このようなことから，特殊な状況での測定は，河川水質のデーターとしての位置付け

が難しいものになりますので，採水しておりません。 
塚田委員 ● それから，下水道の雨水による増流で河川に流れ込んでくる場合というのは，河川課

や下水道課の問題で，環境とは離れているというｽﾀﾝｽで，関係ないと考えているのか。 
事務局 ● 雨水による増流で下水道汚水の河川への排出についてですが，この問題は，好ましい

状況でないのは確かであり，下水道部局も重点事項として，今後取組む状況になってお

ります。 
  また，この下水道汚水の河川水質への影響ですが，この汚水による汚染状況が，天候

即ち大雨などの状況により非常に左右されますので，これまで採水は行っておりません。

また，その水質が，日常的な水質にどのような影響を及ぼすかについても，表現の仕方

の問題として出てまいりますので，データーとしての採用は難しいと考えております。 
塚田委員 ● それでは，さっきの下水の汚泥ですが，再利用率 100%に持っていく施策の手段で，

どのようにこれからのタイムスケジュールを考えているのか。 
  溶解スラグの有効利用の説明ではなく，下水汚泥の有効利用を進めますという指標が

18 年度には 100%となるわけですが，どのような計画で下水汚泥を 100%有効利用にも

っていくのか。 
藤本会長 ● 端的にいえば，見通しがあるのかということなのですが。 
事務局 ● 計画の策定段階におきましては，所管課の回答として 100%の目標達成はできるとい

うことで計画の中に盛り込みましたが，具体的なタイムスケジュール等については，本

日お答えできる担当課がおりませんので，後日ご回答したいと思います。 
塚田委員 ● ここに小学校での事例として落ち葉の堆肥化が載っている（Ｐ８４学校版ＩＳＯ）が，

泥というのはまだ再利用についてやられていないと思う。私の感覚的には下水汚泥の再

利用化は非常に難しいと思っているのですが，これを 100%に上げるということは，ま

だ，実験でもこのように行われていないというのは非常に難しいと思う，やはり失敗も

予想されるのではないかと懸念する。 
藤本会長 ● その点は疑問点として，受け止めておいていただけますか。 

  事務局のほうから補足でご回答はいただけますか。よろしいですか。 
星委員 ● 自動車の排気ガスの件についてお訊ねしたいのですが。首都圏ではﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝに対

する規制が行われていますが，宇都宮では規制を行う必要はないのかと，現在どの程度

の排気ガスの程度なのか，それを新交通ｼｽﾃﾑの導入に対してその必要があるのかどうか，

大気汚染がひどいから新交通ｼｽﾃﾑにしたほうがいいという発言が出てましたよね，その

辺のところ科学的な裏付けみたいなものがあるのかどうか，お聞かせ願いたい。 
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藤本会長 ● 概要版でいう，５ページの⑦地球環境問題に関してのご質問です。 
  質問の趣旨はご理解いただけてますでしょうか。事務局のほうからご説明いただけま

すか。 
事務局 ● ディーゼル車の排気ガスに関する，宇都宮市の大気環境の状況につきましては，「報告

事項」１頁大気汚染の環境基準の適合状況をご覧頂きたいのですが，この中の環境基準

未達成のものは光化学オキシダントで，濃度指針未達成のものは，非メタン系炭化水素

だけで，それ以外のものは環境基準等を達成しておりますので，東京との比較というこ

とになりますが，比較的良好な状況にあります。 
  また，この未達成の原因ですが，光化学オキシダントや非メタン系炭化水素は，自動

車や工場等からの由来が多いのですが，本市の状況は，どちらかといえば風向きの関係

で京浜工業地帯や東京での自動車排ガスなどに由来するものが殆どで，本市域からの発

生は，少ないというのが現状であると認識しております。 
  このため，現時点で本市では，東京等の状況の推移を検証する段階であり，ディーゼ

ル規制の実施は，時期尚早と考えております。 
藤本会長 ● そうすると，新交通システムの導入ということは深く関係しているのかという質問に

対する回答は。 
事務局 ● 非メタン系炭化水素の濃度指針未達成の原因は，先ほどのべましたように東京など首

都圏の自動車排ガスや工場等からのものが多いのですが，新交通システムが導入された

場合は，この量について，ある程度の量が削減されると思われますが，これだけを原因

として新交通システムを導入するかどうかは，判断が難しいですが，導入の判断をする

一因としてはあると考えられます。 
伊村委員 ● 東京都との比較の話がありましたが，東京都でディーゼル規制をした主な要因という

のは大気環境の分析項目の中の何にあたるのですか。それが宇都宮市の分析項目のどれ

にあたるのですか。 
事務局 ● ディーゼル規制で問題になるのが，ＳＰＭ即ち浮遊粒子状物質でして，発ガン性の疑

いが指摘されていることが大きな理由の一つと考えられます。この点について，本市域

では，環境基準を満たしております。 
小林委員 ● いまのに関連してですが，確かに，長期的に一年間の評価でいけば全部環境基準に当

てはまるのだが，短期的評価ではかなり×がついている場所が多いですよね，その辺を

どう考えるかということで，確かに年間通してならして見れば，良いのだけれど，特定

した日において環境基準に当てはまらない結果が出ているということについて，ディー

ゼル規制との間で一年間を通して環境基準内であるから良いという議論だけでは済まな

いことになってくるのだろうと思う。これが経年的に見て増加傾向にあるのかどうかに

ついて，数値として下がって来ている傾向にあるのか，上がる傾向にあるのかについて

ご質問したい。 
事務局 ● これは，浮遊粒子状物質のことだけとして考えてよろしいのですか。 
小林委員 ● それでよろしいです。 
事務局 ● 本編１１３ページのグラフを見ていただければ，右下がりで推移し改善されつつある

ことが分ると思います。また，環境基準が達成状況にあるなど，首都圏ほど本市では，

切実な問題とはなっておりません。 
藤本会長 ● 内容には関係ないが，このような表はグラフ化できるものは最終的にグラフ化してい

くものなのか。 
事務局 ● 最終的にはグラフ化していく考えです。 
藤本会長 ● 今の小林委員の発言というのは，先ほどの塚田委員の発言と関係があると思うが，特

異日という日なり，特別な場所なりが，突出して現れることがあるということ自体が市

民に影響を与えることがありうると思うのだが，統計値としては特異点を省くというお

答えは，まさにそのとおりだと思うが，環境の状況を示すという考え方として，統計値
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だけで環境の安全性や快適性というものをすべて評価していくということに留意してい

かなくてはいけないということを環境基本計画の最初のほうでも，どこかに入っていな

くてはいけないのではないかと思う。 
  その辺についてもご配慮いただきたいと思います。 

事務局 ● 水に関する測定につきましては先ほどお答えしましたように平均的な日というものを

選んで測定していますが，大気につきましては２４時間常時測定しております。環境基

準につきましては先ほど委員がご発言なさいましたように環境基準に適合しているかど

うかの短期的評価と，私どもがご説明いたしました長期的評価を行っておりますが，こ

の中で，大気については年平均値を出すとともに，１１２ページの浮遊粒子状物質の年

間値測定結果の表の右から２番目，「日平均値が０.１０ｍｇ／㎥を超えた日が２日以上

連続したことの有無」につきましては，平成１４年度はございませんが，あった場合に

は長期的評価も不適合ということになり×がつきます。 
  そういったことから，年平均値だけではなく，短期間なものを評価の中に入れてござ

います。 
藤本会長 ● 他の測定についてもこのような配慮がほしいですね。 
伊村委員 ● 先ほどのお話で，大気については常時監視ということなので，ある一定以上の数値が

出た場合明確に出るかと思うが，水の場合，６回とか１２回の測定を行うということだ

が，どういった抽出日を選ぶかということが大きな意味を持つと思う。 
  確かに測位的に大雨の降ったあとに下水道からの排出があって，特殊な物質が出ると

いうことだが，そういった特殊な事例が毎年２，３回あるということであれば，それは

考えなくてはならないのではないのか。 
星委員 ● 産業廃棄物について，３ページの一番下のところで，最終処分場の建設と記載されて

いるが，栃木県には最終処分場はないと聞くが，医療廃棄物は最終処分場まで行って廃

棄の確認をしなくてはならないと法律で決められているが，宇都宮ではこの最終処分場

の建設の予定はあるのでしょうか。無いのであれば，栃木県として予定があるのか，い

つ頃できるのか教えてほしい。 
  この問題については市民も敏感になっている，必ず必要となるものであるので各県１

つずつはほしいと思う。 
事務局 ● 最終処分場には３種類あり，有害物資を含むものをコンクリートで閉じ込めてから処

分する遮断型，板戸に建設しておりますが，防水シート等で覆って水が汚染されないよ

うにしている管理型，素堀の状態で埋めても良いという安定型があるが，市内で使われ

ているものは一つもありません。 
  県内には安定型の最終処分場のみいくつかございますが，県内に管理型の最終処分場

が無いため，他県の処分場にお世話になっているところです。 
  県内での最終処分場建設の要望があり，県の環境保全公社が中心となって，馬頭のほ

うに作る計画が進んでおります。 
  先ほど話題になりました医療系の廃棄物についてですが，医療廃棄物等の感染系の廃

棄物は最終処分の前に中間処理として，焼却処理を行うことが一般的です。現在，上三

川で建設の計画が進められておりまして，地元等の反対により着手にはいたっておりま

せんが，電磁処理の中間処理場が建設予定です。 
  市内には中間処理施設につきましてもございませんが，県内には焼却処理を行う中間

処理施設がございます。 
星委員 ● 宇都宮市でも最終処分場を建設と記載されているが，建設を考えているのか。 
事務局 ● 原則として，産業廃棄物の最終処分場につきましては，事業者が建設するという観点

でいます。こちらに記載されている最終処分場は一般廃棄物の最終処分場で板戸に建設

中のものでございます。 
星委員 ● そこには産業廃棄物は入らないのですね。 
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小倉委員 ● 今のに関連して質問ですが，板戸に現在，最終処分場を建設中と伺っているが，先ほ

ど，宇都宮市には最終処分場は無いとの見解だったが，その件と，長岡の現在公園とな

っている最終処分場の認識をどのようにお考えですか。 
事務局 ● 言葉が足りず申し訳ございません。先ほど宇都宮市に無いと申し上げましたのは，産

業廃棄物の最終処分場のことでして，板戸に現在建設中のもの，長岡に今使われいるも

のはいずれも一般廃棄物の最終処分場です。 
  本質的に，地方自治法に市町村の固有事務として一般廃棄物の収集処分を義務付けら

れており，板戸の最終処分場建設は本市責任のもと計画が進められております。 
小倉委員 ● 先ほどのディーゼルの浮遊粒子の件に関してですが，１１３ページグラフ化して書い

ていただいているところですが，我々の感覚的にはｍｇ／㎥といった数値のみではよく

わからないので，具体的にどのくらい人体に影響があるのか教えてほしい。 
  またこの他のデータについても具体的な人体への影響を教えてほしい。 
  ３ページの騒音振動については栃木県の公害防止条例の基準に準じると書いてある

が，目標年度に数値設定無しと書いてあり，また，先ほどご説明の中でもこれは感覚公

害であるおっしゃっていたが，実際に私も基幹道路の中で県の方に測定してもらったこ

とがあるが，非常に交通量の多いところで，かつ私も振動を感じるところであっても，

数値目標以下であると言われて，考査について検討の余地無しとの見解だったが，宇都

宮としては人々が安心して住める宇都宮を考えるならば，数値目標を県のものよりも厳

しくして，その目標を達成するにはどのようにしたら良いのかと言う点まで，悪臭も含

めて設定していただくことはできないのかと思う。 
  それから，８ページなんですが，市民活動サポートセンターの登録団体を増やすと書

いてあるが，これからは官と民の中間的な立場としてＮＰＯ団体への支援というものが

各都道府県でもクローズアップされているところだが，取り組む施策に記載されている

市民ボランティア活動保険制度とはどういうものなのか，市民活動助成基金はどのぐら

いのものがあってどのようにしていくのか，ＮＰＯ法人への市税の優遇措置についても

具体的にご説明いただければと思います。 
藤本会長 ● 最初の質問はご要望ということでよろしいですか。 
小倉委員 ● できればこの場でご回答いただきたいのですが，できなければ要望と言うことで結構

です。 
事務局 ● 浮遊粒子状物質の人体への影響についてですが，肺がんとかの発ガン性の疑いが指摘

されていると聞いておりますが，具体的にどのくらいの濃度になって，どのくらい人体

に影響があるかというこうとについては，現在手元に資料がございませんので，後ほど

資料をお持ちするということでよろしいでしょうか。 
小倉委員 ● わかりました。 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 騒音振動について，平成１４年度の数値目標無しと言うことについての考え方ですが，

先ほど委員からご発言があったとおり，騒音，振動，悪臭につきましては感覚公害とい

う分類に属しておりまして，環境基準に達していなくても人によっては騒音がうるさい，

悪臭がするといったことがあることは事実であります。 
  そうしますと数値目標に悪臭防止法や，騒音振動規制法の環境基準や規制基準に達し

ているという目標を設定して，目標を達しているという認識を私どもがしてしまいます

と，現実と乖離してしまうことになりますので，今回の環境基本計画の策定にあたりま

しては，数値目標を設定するということはふさわしくないという判断から数値目標の設

定から除外いたしました。 
  悪臭防止法や騒音騒動規制法を補完する栃木県の公害防止条例より厳しい測定値の設

定は現時点では難しいと考えます。 
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事務局 ● 付け加えまして，騒音振動等にだけは数値目標を設定していないことにつきましては，

基本計画をつくる際の市民ワーキンググループでも議論がありまして，これについてだ

け数値目標が無いと言うのもおかしいとのご意見もありました。 
  先ほども言いました，市民感覚的な部分もあるということで今回の基本計画の策定に

あたっては，この部分は数値目標を設けないということになりました。 
  ただ，これからの状況等をかんがみまして，今後平成２２年度までの計画ですが，必

要に応じて対応するということでご理解いただきたいと思います。 
小倉委員 ● それでは，要望として県の基準より厳しい測定値で宇都宮市では対応する事を望む。 
事務局 ● 市民ボランティア活動保険制度，市民活動助成基金，NPO 法人への市税の優遇制度に

ついて説明。 説明概要は以下のとおり。 
○ 市民ボランティア活動保険制度の創設（昨年度設立） 

＊目的：市民が安心してボランティア活動ができる社会環境づくりを目指し，市民活動

等を行っている人に保険を支払うもの 
＊保険の対象活動 

  ・市内で継続的・計画的に無償で行われ，営利を目的とせず，広く公共の利益 
   を追求した活動 
    例：自治会運営，地域清掃，公園愛護，ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ管理，資源回収等 
  ・体育祭や文化祭の親睦的活動，イベント等の来場者，危険度が高い活動は対象外 
＊保険種類 

  ・傷害保険（活動者本人の事故） 
  ・賠償責任保険（活動者による第３者への過失） 
＊登録は不要 

○ 市民活動助成基金の創設（本年度設立） 
＊目的 

  ・市民活動団体を財政面から支援し，団体の自立促進と市民活動の活発化を図る。 
  ・市民自身が市民活動を支える社会環境を醸成する。 
＊概要 

  ・市からの原資として 500 万円を積み立てる。 
  ・市民からの寄附金と同額を次年度に市費で上乗せ（マッチングギフト方式） 
＊助成対象者 

  ・市内で活動し，５名以上で構成する組織で，規約・会則を定めている市民活動団体

で，宇都宮市民活動サポートセンターに登録されている団体 
＊助成対象事業 

  ・営利を目的とせず，広く公共の利益を追求した活動 
＊助成内容 

  ・対象経費（講師謝金，会場使用料，消耗品等） の 50％以内，人件費は対象外 
  ・立上がり支援（これから事業を開始しようとする団体） 
    １団体 10 万円以内，１団体１回限り 
  ・ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ支援（結成後２年以上経過した団体） 
    １団体 30 万円以内，１団体２回迄 
＊審査会（学識経験者，公募市民等）による審査を経て，市長が決定 
平成１５年６月 審査会（申請 17 件，交付決定 12 件） 

○ ＮＰＯ法人への市税の優遇制度 
 ＊自治振興課を中心として市役所の内部での検討段階 

坂元委員 ● 非常によくまとまっている。基準，規則等も後ろのほうに記載されているのでこれで

よいと思いますが，インターネット等でいろいろな質問等をできるとあるが，データの見

出しははっきりと見えるのですが，数値が見づらいので一工夫してほしい。 
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藤本会長 ● そのあたりの配慮をしてほしいということですね。 
小林委員 ● 溶融スラグの再利用なのですが，現在どの時点までやられているのか，安全性につい

てはどういう試験をやっているのか，通常の厚生労働省の定める溶出試験をやっていて

これは終わっているのか，このときの溶出試験のｐｈ値については，１２５ページで宇

都宮市のｐｈが出ていますけれども，これにのっとった形でのｐｈ設定でやっているの

か，それとも厚生労働省の溶出試験の基準でやっているのか，そこをうかがいたい。 
事務局 ● 焼却灰の溶融スラグにつきましては，物理の性状試験あるいは科学性状試験を平成１

３年度よりテストを実施しております。 
  内容につきましは環境省や厚生労働省の基準に適合しているかどうかの実験を行って

おり，改善を加えながら検討している状況です。 
小林委員 ● 環境省か厚生労働省の溶出試験のｐｈ値が４．２ぐらいだったと思うが，この溶出試

験のｐｈ値では酸性アルカリの問題ですと，宇都宮の酸性雨のｐｈ値が４．９だと思う

が，溶出試験でのｐｈ値と現実のｐｈ値が合わない状況であって，より溶出しやすい状

況であると言われている，溶出試験そのものが長時間試験を行うものではなく，数時間

単位のデータしか取っていないので，その中で溶出するかしないかという結果しか出て

こないという問題がある。 
  少なくとも，ｐｈ値は宇都宮の現実の雨の状況に合わせてもらわないと安全性がある

のかどうかを調べられないと思う。 
  路盤材に使いますので，溶出してくるとそのまま土壌汚染につながってくる問題があ

りますし，実際にどのくらいこの溶融スラグが路盤材として利用されるのかと言う問題

もありますが，市としてこれをやる以上，安全性は国の基準以上に考えていただきたい。 
事務局 ● 溶出試験につきましては，基準の中でも地域の酸性雨等と整合性をとった形でやるよ

うにと言うことになっておりますので，そういうところには十分注意を払ってやるよう

にしております。 
上野委員 ● 要望として，環境項目に対して具体的施策があると思うが，状況報告書の策定におき

ましては環境企画課が各課から数値を吸い上げる形で行っていると思うが，この数値目

標を達成するために，半期，四半期ごとに関係する課どうしの連絡連携を行ってはどう

だろうか。 
事務局 ● 市の中でも，７月より基本計画推進委員会を立ち上げ各部局が集まり，施策の進捗状

況等の議論を行っております。 
藤本会長 ● まだ，ご意見がおありだとは思いますが，お気づきの点等ございましたら早い時期に

事務局のほうへご連絡ください。 
● 本日，委員の皆様からいただきましたご意見のうち，すぐに反映できるものにつきま

しては，今回の報告書に反映していただき，十分に検討を要するご意見につきましては，

今後の市民への公表によリ寄せられた意見等も踏まえた上で来年度以降，報告書作成の

段階で反映の手法等について検討していただければと思います。 
● 質疑については以上とさせていただきます。 

 
 

発言要旨 【２．その他】 

藤本会長 ● 最後に，その他ということで特に委員の方からなにかございますか。 
● それでは，事務局のほうからございますか。 

事務局 ● 「今後の審議会スケジュールにつきましては，来年１月に，現在『設立準備会』で協

議を進めております『（仮）環境パートナーシップ会議』の進捗状況につきまして，新

しい委員の皆様に，ご意見をいただく予定になっております。」 
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藤本会長 ● これで議事のほうは終了とさせていただきます。 
● 会議の終了に際しまして，ひと言ご挨拶をさせていただきます｡ 
  私はこの環境審議会の委員として，これまで約 10 年間にわたりまして，宇都宮市の

環境問題，あるいは行政施策というものに直接的，間接的に関わらせていただきました｡ 
  特に会長として，その時々の環境施策などに関しまして，市長からの諮問を受け，皆

さんとともに，専門的な立場からの検討，協議を行いまして，その結果を『答申書』と

いう形でご提出をさせていただきました｡ 
  その主なものといたしましては，平成８年の『宇都宮市空き缶等の散乱防止に関する

条例』や昨年 12 月の『宇都宮市環境基本計画(案)』に関する答申書などがありますが，

平成 13 年の『宇都宮市の環境行政のあり方について』につきましては，宇都宮市の環

境行政の根幹となる環境基本条例制定に関わる答申書として，特に印象深く，今でも記

憶に残っております。 
  このような中，環境審議会につきましても，本日の会議をもちまして，市議会議員の

皆様を除く委員の皆様につきましては，委員としての協議を終えることとなります｡ 
  また，この中の何名かの委員さんにつきましては，あらためて委嘱をされ，引き続き

委員として，ご意見等をいただくことになると思われますが，私につきましては，たい

へん申しわけありませんが，今回，会長としての職を辞するとともに，今後につきまし

ては，環境審議会の委員としてではなく，1 市民として宇都宮市の市政発展のために，

ご協力をしてまいりたいと考えております｡ 
  そのため，新しい審議会につきましては，意欲あふれる新たな会長のもとで，さらな

る活発なご協議，ご検討を是非，お願いできればと思います｡ 
  最後になりますが，これまでの審議会のスムーズな運営，ご議論，ご協力にこころよ

り感謝申し上げ，委員の皆様の今後のご健勝，ご活躍をお祈りいたしまして，閉会にあ

たりましての挨拶とさせていただきます｡ 
  ありがとうございました｡ 

環境部長 ● 委員の皆様には，お忙しい中ご出席くださいまして誠にありがとうございます。 
  会議の閉会にあたりまして，一言ご挨拶を申し上げます。 
  現在の委員の皆様におかれましては，11 月 30 日をもちまして，宇都宮市環境審議会

委員の任期が満了いたします。 
  この，２年間の環境審議会を振り返りますと，平成１３年１２月に『宇都宮市環境基

本計画（案）』についての諮問をいたしまして，４回にわたって，熱心にご審議を進めて

いただき，昨年１２月には市長への答申をいただきました。 
  また，本日は，環境基本計画を策定して以降最初の状況報告書につきまして，この報

告書が分かりやすい構成や表現がなされているか，また，報告書の内容から現在の宇都

宮の環境施策の進行状況について，貴重なご意見をいただきました。 
  次回の環境審議会からは，新しい委員の皆様にご意見をいただくことになりますが，

ここにいらっしゃる皆様には，本市の環境施策の推進に対しまして，今後とも，チェッ

クやご助言等をいただければ幸いでございます。 
  最後になりましたが，委員の皆様の，２年間にわたる本市環境行政に対する貴重なご

意見･ご提言にお礼を申し上げまして，閉会にあたりましてのごあいさつといたします。 
藤本会長 ● それでは，以上を持ちまして，平成１５年度環境審議会を終了いたします。どうも，

ご苦労様でございました。 

閉会 ： 午後４時３５分 

 


